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指定濫用防止医薬品として指定される製品と 

添付文書及び外箱の改訂のお知らせ 
 

謹啓 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より弊社製品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。 

このたび、「濫用等のおそれのある医薬品」については、薬機法の一部改正により、法律上

「指定濫用防止医薬品」と位置づけられ、厚生労働省告示により指定濫用防止医薬品に指定

される医薬品および規定される数量が示されました。 

下記の製品が指定濫用防止医薬品に該当いたしますので、ご使用に際しましては医師、薬剤

師又は登録販売者にご相談いただくとともに、「使用上の注意」をよく読んで正しくお使い

いただきますようお願い申し上げます。 

謹白 

 

該当製品：後藤散かぜ薬顆粒、後藤散せきどめ 

（いずれもメチルエフェドリン塩酸塩を含有する製品です。） 

 

 

該当製品の外箱および添付文書については、別紙のとおり順次改訂し、 

2029 年 4 月までに切り替えを進めて参りますので、合わせてお知らせ申し上げます。 

※弊社ホームページに掲載している添付文書の更新は 2026 年 5 月に行います。 

 

指定濫用防止医薬品の規定適用日：2026 年 5 月 1 日 

 

以上 



指定濫用防止医薬品の規制に伴う改訂内容一覧 別紙　　

対象（dl-メチルエフェドリン塩酸塩を含む商品）：後藤散かぜ薬顆粒、後藤散せきどめ

24包外箱

後藤散かぜ薬顆粒

・外箱の注意欄に、「１．過量服用しないでください。」を追加

・　要　確認　マーク (24包)、　要確認　マーク (12包)を

　　バーコード面に記載

［外箱　注意欄］

【注意】1.過量服用しないでください。2.服用後、
乗物又は機械類の運転操作をしないでくださ
い。(以降の番号は順送り)・・・(以下略)

改訂後

添付文書

［外箱　注意欄］

【注意】1.過量服用しないでください。2.次の人
は服用しないでください。(以降の番号は順送
り)・・・(以下略)

［外箱　バーコード印字面］

40包,24包・・・　要　確認　マーク(要を〇で囲む※)

１２包・・・・　要　確認　マーク12包外箱

40包外箱

24包外箱

―

―

品名 資材種類 改訂内容

添付文書の［してはいけないこと］、外箱の【注意】欄に「過量服用しないこと」を追加

ＪＡＮコード

してはいけないこと
１．次の人は服用しないでください
・・・
(中略)
・・・
５．過量服用・長期連用しないでください

4987023486201

4987023486225

4987023281912

4987023281936

4987023281950

12包外箱後藤散せきどめ

［外箱　バーコード印字面］

２４包・・・・　要　確認　マーク(要を〇で囲む※)

１２包・・・・　要　確認　マーク

してはいけないこと
１．(略)
２．(略)
３．過量服用しないでください

添付文書

使用上の注意「してはいけないこと」に過量服用に関する事項を追加

使用上の注意「してはいけないこと」に過量服用に関する事項を追加

・外箱の注意欄に、「１．過量服用しないでください。」を追加

・　要　確認　マーク(40包・24包)、　要確認　マーク(12包)を

　　バーコード面に記載

※大容量の場合は、要 確認とする。
　大容量とは、5日分を超える包装単位
　（かぜ薬は7日分を超える包装単位）

［外箱　バーコード印字面］

　　【要確認マーク無し】

してはいけないこと
１．(略)
２．(略)
　【新設】

改訂前

［外箱　注意欄］

【注意】1.次の人は服用しないでください。・・・
(以下略)

［外箱　バーコード印字面］

　　【要確認マーク無し】

してはいけないこと
１．次の人は服用しないでください
・・・
(中略)
・・・
５．長期連用しないでください

［外箱　注意欄］

【注意】1.服用後、乗物又は機械類の運転操作
をしないでください。・・・(以下略)


